
横浜市松風学園  短期入所のご案内 
平成２８年９月作成 

 

 

１ 短期入所について  
松風学園では、入所棟を活用し男女それぞれ２名、計４名定員として短期入所

を受け入れています。 
 

２ 申込方法 
電話または来園にて、２か月前の初日（土日祝、年末年始にあたる場合は翌平

日）から受付をします。 

 

３ 利用料 

利用者定率負担額（１割） 受給者証の利用者負担上限月額に基づいて決

まります。 

食事の自己負担額 朝食４００円 昼食６５０円 夕食５６０円 

減免された場合の食事の自己負担額 
（受給者証の利用者負担階層に基づ

きます） 

 

朝食２１０円 昼食３００円 夕食３２０円 

光熱水費（１日につき） １４０円 

※利用料は、利用者定率負担額（１割）と食費・光熱水費の合計金額となりま

す。 
※利用の約２か月後に納入通知書をお送りし、請求させていただきます。 

 

４ 契約 
初めてご利用になる場合は、利用の初日に契約が必要です。短期入所の支給決

定期間が更新された場合には、再度契約が必要です。 

 

５ 入退所について 
入所日は平日のみとさせていただいています。 

入所・退所時間は原則午前１０時もしくは午後２時でお願いしています。 

 

６ お問い合わせ先 
〒245-0018 

横浜市泉区上飯田町 1987 番地  

横浜市松風学園 地域支援係 

 

TEL)  045-802-0441 
FAX）０４５-８０３-４９６３ 

 

 

 

 

 

 



 

７ ご利用の際にお持ちいただくもの（参考） 

 

● 衣類 
・ 普段着  ３組（水洗いができる物で、季節に応じたもの。季節の変わり

目には、半袖・長袖の両方をご持参ください） 

・ 下着   ３組（上下） 
・ パジャマ １組 
・ 靴下   ３足 

 

 

 

● 洗面用具 

・ 歯ブラシ  １本 

・ コップ（プラスチック製）  １個 

・ 体を洗うためのタオル（あかすりタオル）  ２枚 

・ ハンカチ  ２枚 

 

● 履物 
・ 運動靴 １足 

・上履き １足 

 

● 衛生用品（必要な方のみ）  

・ 紙オムツ、生理用品 

・ ひげそり用具（電気シェーバーがございましたら、そちらをご用意ください） 

 

● 服薬関係 
・ 薬（頓服薬や外用薬もあればお持ちください） 

・ 薬の説明書（薬局等で発行される最新の発行日のもの） 

 

● その他、貴重品等 
・ 障害福祉サービス受給者証(桃色および緑色の冊子) 

・ 印鑑 １個 
・ 愛の手帳（療育手帳） 
・ 健康保険証（コピーされたもので構いません） 

・ 重度障害者医療証（所持されている方のみ。コピー可） 

・ お預かり金  １,０００円程度（ご利用期間中のお小遣い） 
・ 介助用具（日常使い慣れた物があればご持参ください） 
・ 遊具など（愛用の物があればご持参ください） 

・ （夏季必要に応じて）水着 

 
 

 

＊高価な貴金属や時計などはお持ちにならないでください。 

＊ 持ち物には必ずお名前をお書きください。記入のない場合は、了承をいただい 

た上で記名させていただく場合がございます。 

上記は５日間以内のご利用に必要な数の目安です。それ以上のご利用や、体調
の関係で更衣を多くなさる方は多めにご持参ください。 

 

重要 

お願い 
 


